
令和６年４月以降の新型コロナ対応について

（１）医療提供体制の移行
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厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部主催 都道府県説明会（ R6.2.9）資料から引用

723機関

確保病床
段階Ⅰ：7機関
段階Ⅱ：100機関

□内は令和６年１月末時点の本県の状況

資料５

（日々の入力は廃止、感染拡大時に活用）
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厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部主催 都道府県説明会（ R6.2.9）資料から引用

令和６年４月以降の新型コロナ対応について

（２）新型コロナ患者等に対する公費支援

→ 県の受診相談窓口（089-909-3483）は3/31をもって廃止


